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令和６年度第２回長沼町教育委員会定例会会議録 

 

 １．日   時   令和６年６月１１日（火）１６時００分～１６時４０分 

 

２．場   所   長沼町役場 ３階第１・２会議室 

 

３．出 席 者 

教育長  間 嶋   勉 

委 員  水 野 正 一 

委 員  田 村 昭 夫 

委 員  天 野 広 道 

委 員  桃 野 千恵子 

 

４．欠 席 委 員   なし 

 

５．事件説明のため出席した職員 

   学校教育課長  中 原 隆 徳 以下関係職員 

   社会教育課長 渡 部   治 以下関係職員 

 

６．会 議 事 件   別紙議事日程のとおり 

 

７．議   題 

事件番号 事    件    名 審議結果 議決年月日 

議案第 1号 
長沼町附属機関設置条例の一部を改正する条例

制定依頼について 
原案可決 6.6.11 

議案第 2号 
令和５年度一般会計教育費補正予算（第１２号）

について 
原案可決 6.6.11 

議案第 3号 
令和５年度一般会計教育費補正予算（第１３号）

について 
原案可決 6.6.11 

議案第 4号 
令和６年度一般会計教育費補正予算（第２号）

について 
原案可決 6.6.11 

議案第 5号 
長沼町学校給食センター運営委員会委員及び監

事の委嘱について 
原案可決 6.6.11 

議案第 6号 

令和６年度北海道第５採択地区教科用図書採択

教育委員会協議会調査委員会調査委員の委嘱に

ついて 

原案可決 6.6.11 
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８．議事経過 

 

間嶋教育長 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

間嶋教育長 

 

 

それでは、ただ今より令和６年度 第２回 長沼町教育委員会 定例会を開会いたし

ます。 

 

本教育委員会議の公開につきましては、「長沼町教育委員会会議規則」第１４条

第１項の規定に基づき、公開といたしますが、日程第８の「長沼町学校給食センタ

ー運営委員会委員及び監事の委嘱について」議案第５号及び、日程第９の「令和６

年度北海道第５採択地区教科用図書採択教育委員会協議会調査委員会調査委員の委

嘱について」議案第６号につきましては、個人情報保護の観点から「長沼町教育委

員会会議規則」第１４条第１項第２号及び第５号の規定に基づき、非公開といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認め、本委員会議につきましては、議案第５号及び議案第６号を非

公開とすることに決定いたしました。 

 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、会議規則第１７条の規定により、私より「水野委員」

を指名いたします。 

 

日程第２、前回会議録の承認を行います。 

前回の会議録につきましては、既に配布済でありますので、説明及び質疑を省略

し採決を行います。 

令和６年度 第１回 長沼町教育委員会 臨時会 会議録につきましては、これを承

認することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声) 

 

ご異議なしと認め、前回会議録につきましては、これを承認することに決定いた

しました。 

 

日程第３、教育長業務報告を行います。 

教育長業務報告は配布資料のとおりですので、ご覧いただきたいと思います。 
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間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

中原課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

中原課長 

以上で教育長業務報告を終わります。 

 

日程第４、『長沼町附属機関設置条例の一部を改正する条例制定依頼について』

議案第１号を議題といたします。提案理由の説明を、中原学校教育課長より申し上

げます。 

 

議案１ページ目をお開き願います。議案第１号『長沼町附属機関設置条例の一部

を改正する条例制定依頼について』。長沼町附属機関設置条例の一部を改正する条

例制定について次のとおり町長に依頼するものとする。令和６年６月１１日提出。

長沼町教育委員会教育長 間嶋 勉。 

議案２ページ目をお開き願います。 

 本改正は、長沼町附属機関設置条例の一部を次のように改正するもので、別表第

１に次のように加えるものであります。設置する組織は、長沼町一体型義務教育学

校開校準備委員会でありまして、長沼町一体型義務教育学校の開校に当たり、必要

な事項を審議いただく組織であります。委員の人数は１５人以内、任期は３年であ

ります。また附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものでありま

す。 

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 

 

提案理由の説明が終わりましたので、質疑を承ります。 

 

（なしの声） 

 

質疑がありませんので、以上で質疑を終結し、採決を行います。 

 

議案第１号『長沼町附属機関設置条例の一部を改正する条例制定依頼について』

は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認め、本件につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

 

日程第５、『令和５年度一般会計教育費補正予算（第１２号）について』議案第

２号を議題といたします。提案理由の説明を、中原学校教育課長より申し上げます。 

 

議案３ページ目をお開き願います。議案第２号。『令和５年度一般会計教育費補
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間嶋教育長 

 

水野委員 

 

 

中原課長 

 

 

 

 

 

天野委員 

 

中原課長 

 

 

 

 

 

 

田村委員 

正予算（第１２号）について』。次回招集の令和６年長沼町議会に次のとおり補正

予算を町長あて提出する。令和６年６月１１日提出。長沼町教育委員会教育長 間

嶋 勉。 

議案４ページ目をお開き願います。 

 歳出、１０款２項１目学校管理費、補正額５９４千円の減で、小学校におけるエ

アコン設置に要する経費の入札残でございます。内訳は、電源工事４４千円の減、

本体窓枠エアコン５５０千円の減で設置か所につきましては、普通教室、通級指導

教室、特別支援教室、校長室、職員室で既に設置が完了しております。 

 次に３項１目学校管理費、補正額４１３千円の減で、中学校におけるエアコン設

置に要する経費の入札残でございます。内訳は、電源工事８３千円の減、本体窓枠

エアコン３３０千円の減で設置か所につきましては、小学校と同じく普通教室、通

級指導教室、特別支援教室、校長室、職員室でこちらも既に設置が完了しておりま

す。 

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 

 

提案理由の説明が終わりましたので、質疑を承ります。 

 

各学校の設置台数と、新校舎開校後、使用されなくなったエアコンの有効利用は

どのように考えているのか。 

 

 台数につきましては小学校に５０台、中学校には３０台を設置しております。 

また、令和９年度予定しております新校舎開校後の使い道につきましては、現在の

ところ決まっているものはございませんが、公共施設等において広く利用できるの

ではないかと思っておりますし、その際には十分検討し進めていきたいと考えてお

ります。 

 

 エアコンの使用についてルールなどは決めているのか。 

 

 先日設置が完了したばかりでありまして、現在のところ使用実績はありませんが、

子どもたちの安全のために使用していただきたい旨、お話をさせていただいており、

教育委員会からルールなどはお示ししておりません。今後暑くなることが予想され

ますので、子どもたちが登校する前に使用することもあると思いますし、気象庁等

が発表する数値等を鑑みながら、子どもたちの安全安心のために活用されるのかな

と理解しております。 

 

 エアコンには暖房設備はあるのか。 
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中原課長 

 

 

田村委員 

 

中原課長 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

中原課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本エアコンにつきましては、冷房のみとなっておりまして、暑さをしのぐものに

なっております。 

 

 冬場は冷気が入るのではないかと思うが、外す予定でいるのか。 

 

 導入時は外すことも視野に入れ検討を行いましたが、冷気を防ぐガードも付いて

おりましたので、学校と相談した中で設置したままの状態でいく予定でおります。 

 

 他にございませんか。 

 

（なしの声） 

  

以上で質疑を終結し、採決を行います。 

 

 議案第２号『令和５年度一般会計教育費補正予算（第１２号）について』は、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認め、本件につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

 

日程第６、『令和５年度一般会計教育費補正予算（第１３号）について』議案第

３号を議題といたします。提案理由の説明を、中原学校教育課長及び渡部社会教育

課長より申し上げます。 

 

議案５ページ目をお開き願います。議案第３号。『令和５年度一般会計教育費補

正予算（第１３号）について』。次回招集の令和６年長沼町議会に次のとおり補正

予算を町長あて提出する。令和６年６月１１日提出。長沼町教育委員会教育長 間

嶋 勉。 

議案８ページ目をお開き願います。学校教育課所管分歳出からご説明申し上げま

す。なお、特定財源につきましては、歳入時にご説明申し上げます。 

 １０款１項２目事務局費、補正額５００千円の減。学習支援員配置事業費で報酬、

職員手当等事業費確定によるものでございます。 

 ２項１目学校管理費、補正額１，１１２千円の減。学校管理費における光熱水費、

手数料、委託料等事業費確定によるものでございます。 

 ２目教育振興費、補正額７２３千円の減。特別支援学級関係経費２２３千円の減、
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渡部課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担金及び扶助費の事業費確定によるものでございます。就学援助給与費５００千

円の減、扶助費確定によるものでございます。 

 ３項１目学校管理費、補正額５４０千円の減。学校管理費における光熱水費、委

託料等事業費確定によるものでございます。 

 ２目教育振興費、補正額２３０千円の減。教材等整備費１００千円の減、消耗品

費確定によるものでございます。就学援助給与費１３０千円の減、扶助費確定によ

るものでございます。 

 ６ページをお開き願います。歳入になります。１６款２項５目教育費国庫補助金、

補正額５２８千円の増。１節小学校費国庫補助金 防音事業関連維持事業費補助金

２９８千円の増、２節中学校費国庫補助金 防音事業関連維持事業費補助金２３０

千円の増、それぞれ事業費確定によるものでございます。 

以上で学校教育課所管分、説明を終わります。 

 

続きまして社会教育課所管分、歳出からご説明申し上げます。議案９ページ目を

お開き願います。なお、特定財源につきましては、歳入時にご説明申し上げます。 

 ４項２目生涯学習費、補正額３３２千円の減。事業費確定による減でありまして、

未来をひらく人づくり推進事業費 国外研修で２００千円の減、ネクストキッズで

９０千円の減などでございます。 

 ３目青少年対策費、補正額８１５千円の減。事業費確定による減でありまして、

放課後子ども教室関係経費４７２千円の減、学校支援事業推進費２１３千円の減、

それぞれ報償費でありまして、青少年関係団体補助金１３０千円の減につきまして

は、南空知子どもかるた大会の助成金であります。 

 ５項１目保健体育総務費、補正額１，３４４千円の減。事業費確定による減であ

りまして、スポーツ振興事業費におけるスポーツセンター会計年度任用職員の人件

費の減でございます。 

 ３目スポーツセンター費につきましては、財源の振替でございます。 

 ４目スキー場費、補正額５６千円の減。事業費確定によるものでございまして、

スキー場運営費５９０千円の減、社会体育施設整備基金５３４千円の増でございま

す。 

 ６ページをお開き願います。歳入になります。１５款１項６目教育使用料、補正

額４，２７４千円の増。収入額確定によるものでございまして、スポーツセンター

使用料で９０９千円の増、スキーリフト使用料で３，３６５千円の増。令和５年度

より町内に住所を有する中学生以下のスキーリフト料の無料化を実施いたしてお

り、その影響額について参考までにご説明いたします。小学生が１，６０２枚、一

日券１枚当たり１，１００円でしたので、１，７６２，２００円。中学生が４１９

枚、一日券１枚当たり２，２００円でしたので、９２１，８００円。合計で２，６
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間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

中原課長 

 

 

 

 

 

 

 

８４，０００円でございます。 

 １７款２項６目教育費道補助金、補正額９３千円の減。収入額確定によるもので

ございまして、放課後子ども教室推進事業費補助金で４１千円の減、学校支援事業

補助金で５２千円の減でございます。 

 ２０款 1 項８目未来をひらく人づくり基金繰入金、補正額８３２千円の減。事業

費確定による減であります。 

 ２２款５項２目雑入、補正額７千円の増。収入額確定によるものでございまして、

スキー場ロッジ使用料で５千円の増、スキー場施設管理用地使用料で２千円の増で

ございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 

 

提案理由の説明が終わりましたので、質疑を承ります。 

 

（なしの声） 

 

質疑がありませんので、以上で質疑を終結し、採決を行います。 

 

議案第３号『令和５年度一般会計教育費補正予算（第１３号）について』は、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認め、本件につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

 

日程第７、『令和６年度一般会計教育費補正予算（第２号）について』議案第４

号を議題といたします。提案理由の説明を、中原学校教育課長及び渡部社会教育課

長より申し上げます。 

 

議案１１ページ目をお開き願います。議案第４号。『令和６年度一般会計教育費

補正予算（第２号）について』。次回招集の令和６年長沼町議会に次のとおり補正

予算を町長あて提出する。令和６年６月１１日提出。長沼町教育委員会教育長 間

嶋 勉。 

議案１３ページ目をお開き願います。学校教育課所管分歳出からご説明申し上げ

ます。なお、特定財源につきましては、歳入時にご説明申し上げます。 

 １０款１項２目事務局費、補正額１，０００千円の増。リーディングＤＸスクー

ル事業採択に伴う事業費の増で、事務局関係経費、その他事務局関係経費職員旅費
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渡部課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

 

間嶋教育長 

２００千円の増、教育関係負担金及び補助金等８００千円の増となっております。 

 ５項５目学校給食センター費、補正額３，１９５千円の増。学校給食センター運

営費で１，９６４千円の増で、厨房内の気温上昇を防ぐＵＶカットフィルム加工と

壁面用大型換気扇を南北にそれぞれ各１か所取り付け工事を行うものであります。

学校給食食材費負担金で１，２３１千円の増で補助金といたしまして、４月８日～

１５日までの学校給食における簡易給食実施期間中（５日分）の給食食材費負担金

でございます。小中学校児童生徒分の給食食材費の負担分が１，１３１，０１９円、

長沼高校生徒・教員の給食費徴収額を超える食材費負担分が５０，２２２円、小中

学校教員の給食費徴収額を超える食材費負担分が４９，５５６円であります。 

 １２ページをお開き願います。歳入になります。２２款４項３目教育費受託事業

収入、補正額１，０００千円の増。歳出でご説明させていただきましたリーディン

グＤＸスクール受託事業収入でございまして、このたび事業採択によりまして、１，

０００千円の収入を見込むものとなっております。 

以上で学校教育課所管分の説明を終わります。 

 

続きまして社会教育課所管分、歳出からご説明申し上げます。議案１３ページ目

をお開き願います。なお、特定財源につきましては、歳入時にご説明申し上げます。 

 ４項５目図書館費、補正額５０千円の増。指定寄附による図書購入費の増で、５

月２２日長沼ロータリークラブからのものであります。 

 １２ページをお開き願います。歳入になります。１９款１項４目教育費寄附金、

５０千円の増。図書館費寄附金の増で、先ほどご説明させていただいたとおり指定

寄附によるもので、長沼ロータリークラブからのものでございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 

 

提案理由の説明が終わりましたので、質疑を承ります。 

 

（なしの声） 

 

質疑がありませんので、以上で質疑を終結し、採決を行います。 

 

議案第４号『令和６年度一般会計教育費補正予算（第２号）について』は、原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしと認め、本件につきましては、原案のとおり可決いたしました。 
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間嶋教育長 

 

 

 

 

 

間嶋教育長 

 

 

中原課長 

 

間嶋教育長 

 

 

 

間嶋教育長 

 

次の審議事項（議案第５号及び議案第６号）は非公開です。傍聴人はいませんの

で、そのまま会議を続けさせていただきます。 

 

 

 

 

以上で、本日付議されました議案の審議は全て終わりましたが、その他の案件に

ついて、事務局から何かありますか。 

 

特にありません。 

 

皆様から何かございますか。 

 

（なしの声） 

 

無いようですので、これをもちまして、令和６年度 第２回 長沼町教育委員会 定

例会を閉会といたします。大変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非 公 開 
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令和６年度第２回長沼町教育委員会定例会議事日程 

令和６年６月１１日 午後４時００分開議 

日程第１  会議録署名委員の指名 

日程第２  前回会議録の承認について 

日程第３  教育長業務報告 

日程第４  長沼町附属機関設置条例の一部を改正する条例制 

定依頼について           （議案第１号） 

日程第５  令和５年度一般会計教育費補正予算（第１２号） 

について              （議案第２号） 

日程第６  令和５年度一般会計教育費補正予算（第１３号） 

について              （議案第３号） 

日程第７  令和６年度一般会計教育費補正予算（第２号）に 

ついて               （議案第４号） 

日程第８  長沼町学校給食センター運営委員会委員及び監事 

の委嘱について           （議案第５号） 

日程第９  令和６年度北海道第５採択地区教科用図書採択教 

      育委員会協議会調査委員会調査委員の委嘱につい 

      て                 （議案第６号） 


